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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アプリケーションの実行とアプリケーションに関連する通信とを実行可能な携帯端末装
置であって、
　実行中のアプリケーションのレジューム情報を取得する第１の取得部と、
　実行中のアプリケーションに関連してユーザにより選択され、自身と通信する通信機器
を特定する識別情報を取得する第２の取得部と、
　前記第２の取得部により取得された識別情報を使って、前記通信機器との通信を行う通
信処理部と、
　前記通信処理部の通信が中断したか否かを判断する判断部と、
　前記判断部により、前記通信処理部の通信が中断したと判断された場合に、前記識別情
報を含む中断情報を生成する生成部と、
　前記中断情報と中断した通信に関連するアプリケーションの前記レジューム情報とを対
応付けて格納する格納部と、
　前記格納された中断情報に基づき、中断された通信の履歴を表示する表示部と、
　中断された通信の再開が指示されれば、前記格納された中断情報に基づく通信の再開と
、前記中断情報に対応するレジューム情報に基づくアプリケーションの再起動とを連動し
て行う再起動部とを備える、携帯端末装置。
【請求項２】
　前記中断情報は中断した通信に関連するアプリケーションに対する付随情報を含み、
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　前記表示部は、中断された通信の履歴を前記付随情報とともに表示する、請求項１記載
の携帯端末装置。
【請求項３】
　前記中断情報は中断した通信に関連する付随情報を含み、
　前記表示部は、中断された通信の履歴を前記付随情報とともに表示する、請求項１記載
の携帯端末装置。
【請求項４】
　前記付随情報は、中断した通信について時間、及び／又は通信が中断した場所を含む、
請求項２に記載の携帯端末装置。
【請求項５】
　前記携帯端末装置は、現在時刻を計時するタイマ部をさらに備え、
　前記生成部は、前記タイマ部により計時される現在時刻に基づいて、前記通信処理部が
処理を開始した時刻を、前記付随情報として含む中断情報を生成する、請求項４に記載の
携帯端末装置。
【請求項６】
　前記携帯端末装置はさらに、
　現在時刻を計時するタイマ部と、
　前記通信処理部による通信を中断させる場合にユーザにより操作される入力部とを備え
、
　前記生成部は、前記入力部が操作された場合、前記タイマ部により計時される現在時刻
に基づいて、前記通信処理部による処理の開始から中断までの所要時間を、前記付随情報
として含む中断情報を生成する、請求項４に記載の携帯端末装置。
【請求項７】
　前記携帯端末装置はさらに、現在位置を取得する測位部を備え、
　前記生成部は、前記測位部により取得された現在位置に基づいて、前記通信処理部によ
る処理の中断が発生した場所を、付随情報として含む中断情報を生成する、請求項４に記
載の携帯端末装置。
【請求項８】
　前記再起動部は、前記格納部に格納されるレジューム情報に従って、アプリケーション
を、通信処理部の処理が中断する直前の状態から再起動する、請求項１に記載の携帯端末
装置。
【請求項９】
　前記再起動部は、前記格納部に格納されたレジューム情報に従って、アプリケーション
を最初から再起動する、請求項１に記載の携帯端末装置。
【請求項１０】
　前記判断部は、前記通信機器との接続処理が中断したか否かを判断し、
　前記判断部で接続処理が中断したと判断された場合に、前記生成部は、前記中断情報を
生成する、請求項１に記載の携帯端末装置。
【請求項１１】
　前記判断部は、前記通信機器との音声通信処理が中断したか否かを判断し、
　前記判断部で音声通信処理が中断したと判断された場合に、前記生成部は、前記中断情
報を生成する、請求項１に記載の携帯端末装置。
【請求項１２】
　アプリケーションの実行とアプリケーションに関連する通信とを携帯端末装置において
実行するための方法であって、
　実行中のアプリケーションのレジューム情報を取得する第１の取得ステップと、
　実行中のアプリケーションに関連してユーザにより選択され、自身と通信する通信機器
を特定する識別情報を取得する第２の取得ステップと、
　前記第２の取得ステップで取得された識別情報を使って、前記通信機器との通信を行う
通信処理ステップと、
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　前記通信処理ステップで行われる通信が中断したか否かを判断する判断ステップと、
　前記判断ステップにおいて、前記通信処理部の通信が中断したと判断された場合に、前
記識別情報を含む中断情報を生成する生成ステップと、
　前記中断情報と中断した通信に関連するアプリケーションの前記レジューム情報とを対
応付けて格納する格納ステップと、
　前記格納された中断情報に基づき、中断された通信の履歴を表示する表示ステップと、
　中断された通信の再開が指示されれば、前記格納された中断情報に基づく通信の再開と
、前記中断情報に対応するレジューム情報に基づくアプリケーションの再起動とを連動し
て行う再起動ステップとを備える、アプリケーション実行方法。
【請求項１３】
　アプリケーションの実行とアプリケーションに関連する通信とを実行可能な携帯端末装
置で実行されるコンピュータプログラムであって、
　前記コンピュータプログラムは、
　　実行中のアプリケーションのレジューム情報を取得する第１の取得ステップと、
　　実行中のアプリケーションに関連してユーザにより選択され、自身と通信する通信機
器を特定する識別情報を取得する第２の取得ステップと、
　　前記第２の取得ステップで取得された識別情報を使って、前記通信機器との通信を行
う通信処理ステップと、
　　前記通信処理ステップで行われる通信が中断したか否かを判断する判断ステップと、
　　前記判断ステップにおいて、前記通信処理ステップの通信が中断したと判断された場
合に、前記識別情報を含む中断情報を生成する生成ステップとを備え、
　ここで、前記中断情報と、中断した通信に関連するアプリケーションの前記レジューム
情報とは対応付けられた状態で、前記携帯端末装置が備える記憶装置に格納され、さらに
、
　前記格納された中断情報に基づき、中断された通信の履歴は、前記携帯端末装置に備わ
る表示装置に表示され、
　前記コンピュータプログラムはさらに、
　　中断された通信の再開が指示されれば、前記格納された中断情報に基づく通信の再開
と、前記中断情報に対応するレジューム情報に基づくアプリケーションの再起動とを連動
して行う再起動ステップとを備える、コンピュータプログラム。
【請求項１４】
　記録媒体に記録される、請求項１３に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１５】
　アプリケーションの実行とアプリケーションに関連する通信とを実行可能な携帯端末装
置に実装可能な集積回路であって、
　前記集積回路は、
　　実行中のアプリケーションのレジューム情報を取得する第１の取得部と、
　　実行中のアプリケーションに関連してユーザにより選択され、自身と通信する通信機
器を特定する識別情報を取得する第２の取得部と、
　　前記第２の取得部により取得された識別情報を使って、前記通信機器との通信を行う
通信処理部と、
　　前記通信処理部で行われる通信が中断したか否かを判断する判断部と、
　　前記判断部において、前記通信処理部の通信が中断したと判断された場合に、前記識
別情報を含む中断情報を生成する生成部とを備え、
　ここで、前記中断情報と、中断した通信に関連するアプリケーションの前記レジューム
情報とは対応付けられた状態で、前記携帯端末装置が備える記憶装置に格納され、さらに
、
　前記格納された中断情報に基づき、中断された通信の履歴は、前記携帯端末装置に備わ
る表示装置に表示され、
　前記集積回路はさらに、
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　　中断された通信の再開が指示されれば、前記記憶装置に格納された中断情報に基づく
通信の再開と、前記中断情報に対応するレジューム情報に基づくアプリケーションの再起
動とを連動して行う再起動部とを備える、集積回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯端末装置に関し、より特定的には、再通信を行う場合にユーザが参考と
する情報を提供可能な携帯端末装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の携帯端末装置において、再通信の一種であるリダイヤル機能に関連する技術とし
ては、以下のようなものがある。つまり、ユーザは、携帯端末装置のキー操作によって、
自動再発信機能を選択する。自動再発信が選ばれた状態で、携帯端末装置は、自身が発信
した際に、基地局との通信に用いるチャネルが無い場合、今回の発信に使った電話番号を
記憶する。その後、携帯端末装置は、基地局から送られてくる、チャネル割り当ての拒否
信号を受信した時点から、内部のタイマを動作させる。このタイマのカウント時間が予め
設定されている再発信時間と一致すると、携帯端末装置は、現在記憶している電話番号を
使って、再度発信を行う。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　従来の携帯端末装置は、単に再発信時間が経過すると、自動的に再発信を行う。しかし
ながら、携帯端末装置がなぜ再発信を行っているのかを、ユーザが容易に思い出せないと
いう問題点がある。このような問題点は、再発信までの時間が長いほど、顕著になる。以
下、この問題点について具体例を挙げる。ユーザは、インターネットで検索したレストラ
ンに、従来の携帯端末装置を使って、予約のための電話をかけたと仮定する。１回目の電
話がつながらなかった場合、携帯端末装置は、再発信時間が経過すると、自動的に再発信
を行う。この再発信で電話がつながったとしても、ユーザは、携帯端末装置がなぜ再発信
を行っているかを即座に思い出せない場合がある。
【０００４】
　また、一般的な携帯端末装置を使って再発信を行う時、ユーザは、過去に発信した電話
番号のリストを参照する。このように電話番号を参照するだけでは、ユーザは、過去に何
故電話をかけたのか思い出せない場合がある。
【０００５】
　それ故に、本発明は、過去の通信が何故行われたかをユーザが容易に思い出せる携帯端
末装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明の第１の局面は、アプリケーションの実行とアプリ
ケーションに関連する通信とを実行可能な携帯端末装置であって、実行中のアプリケーシ
ョンのレジューム情報を取得する第１の取得部と、実行中のアプリケーションに関連して
ユーザにより選択され、自身と通信する通信機器を特定する識別情報を取得する第２の取
得部と、第２の取得部により取得された識別情報を使って、自身と通信する通信機器との
通信を行う通信処理部と、通信処理部の通信が中断したか否かを判断する判断部と、判断
部により、通信処理部の通信が中断したと判断された場合に、識別情報を含む中断情報を
生成する生成部と、中断情報と中断した通信に関連するアプリケーションのレジューム情
報とを対応付けて格納する格納部と、格納された中断情報に基づき、中断された通信の履
歴を表示する表示部と、中断された通信の再開が指示されれば、格納された中断情報に基
づく通信の再開と、中断情報に対応するレジューム情報に基づくアプリケーションの再起
動とを連動して行う再起動部とを備える。
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【０００７】
　ここで、中断情報は好ましくは、中断した通信に関連するアプリケーションに対する付
随情報を含み、表示部は、中断された通信の履歴を付随情報とともに表示する。
【０００８】
　また、代替的に、中断情報は好ましくは、中断した通信に関連する付随情報を含み、表
示部は、中断された通信の履歴を付随情報とともに表示する。
【０００９】
　付随情報は好ましくは、中断した通信について時間、及び／又は通信が中断した場所を
含む。
【００１０】
　携帯端末装置は好ましくは、現在時刻を計時するタイマ部をさらに備え、生成部は、タ
イマ部により計時される現在時刻に基づいて、通信処理部が処理を開始した時刻を、付随
情報として含む中断情報を生成する。
【００１１】
　携帯端末装置は好ましくは、現在時刻を計時するタイマ部と、通信処理部による通信を
中断させる場合にユーザにより操作される入力部とをさらに備える、ここで、生成部は、
入力部が操作された場合、タイマ部により計時される現在時刻に基づいて、通信処理部に
よる処理の開始から中断までの所要時間を、付随情報として含む中断情報を生成する。
【００１２】
　携帯端末装置は好ましくは、現在位置を取得する測位部をさらに備え、生成部は、測位
部により取得された現在位置に基づいて、通信処理部による処理の中断が発生した場所を
、付随情報として含む中断情報を生成する。
【００１３】
　また、再起動部は、格納部に格納されるレジューム情報に従って、アプリケーションを
、通信処理部の処理が中断する直前の状態から再起動する。
【００１４】
　また、再起動部は、格納部に格納されたレジューム情報に従って、アプリケーションを
最初から再起動する。
【００１５】
　また、判断部は、通信機器との接続処理が中断したか否かを判断し、判断部で接続処理
が中断したと判断された場合に、生成部は、中断情報を生成する。
【００１６】
　また、判断部は、通信機器との音声通信処理が中断したか否かを判断し、判断部で音声
通信処理が中断したと判断された場合に、生成部は、中断情報を生成する。
【００１７】
　また、本発明の第２の局面は、アプリケーションの実行とアプリケーションに関連する
通信とを携帯端末装置において実行するための方法であって、実行中のアプリケーション
のレジューム情報を取得する第１の取得ステップと、実行中のアプリケーションに関連し
てユーザにより選択され、自身と通信する通信機器を特定する識別情報を取得する第２の
取得ステップと、第２の取得ステップで取得された識別情報を使って、通信機器との通信
を行う通信処理ステップと、通信処理ステップで行われる通信が中断したか否かを判断す
る判断ステップと、判断ステップにおいて、通信処理部の通信が中断したと判断された場
合に、識別情報を含む中断情報を生成する生成ステップと、中断情報と中断した通信に関
連するアプリケーションのレジューム情報とを対応付けて格納する格納ステップと、格納
された中断情報に基づき、中断された通信の履歴を表示する表示ステップと、中断された
通信の再開が指示されれば、格納された中断情報に基づく通信の再開と、中断情報に対応
するレジューム情報に基づくアプリケーションの再起動とを連動して行う再起動ステップ
とを備える。
【００１８】
　また、本発明の第３の局面は、アプリケーションの実行とアプリケーションに関連する
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通信とを実行可能な携帯端末装置で実行されるコンピュータプログラムであって、コンピ
ュータプログラムは、実行中のアプリケーションのレジューム情報を取得する第１の取得
ステップと、実行中のアプリケーションに関連してユーザにより選択され、自身と通信す
る通信機器を特定する識別情報を取得する第２の取得ステップと、第２の取得ステップで
取得された識別情報を使って、通信機器との通信を行う通信処理ステップと、通信処理ス
テップで行われる通信が中断したか否かを判断する判断ステップと、判断ステップにおい
て、通信処理ステップの通信が中断したと判断された場合に、識別情報を含む中断情報を
生成する生成ステップとを備える。ここで、中断情報と、中断した通信に関連するアプリ
ケーションのレジューム情報とは対応付けられた状態で、携帯端末装置が備える記憶装置
に格納され、さらに、格納された中断情報に基づき、中断された通信の履歴は、携帯端末
装置に備わる表示装置に表示される。コンピュータプログラムはさらに、中断された通信
の再開が指示されれば、格納された中断情報に基づく通信の再開と、中断情報に対応する
レジューム情報に基づくアプリケーションの再起動とを連動して行う再起動ステップとを
備える。
　コンピュータプログラムは、記録媒体に記録される。
【００１９】
　また、本発明の第４の局面は、アプリケーションの実行とアプリケーションに関連する
通信とを実行可能な携帯端末装置に実装可能な集積回路であって、集積回路は、実行中の
アプリケーションのレジューム情報を取得する第１の取得部と、実行中のアプリケーショ
ンに関連してユーザにより選択され、自身と通信する通信機器を特定する識別情報を取得
する第２の取得部と、第２の取得部により取得された識別情報を使って、通信機器との通
信を行う通信処理部と、通信処理部で行われる通信が中断したか否かを判断する判断部と
、判断部において、通信処理部の通信が中断したと判断された場合に、識別情報を含む中
断情報を生成する生成部とを備える。ここで、中断情報と、中断した通信に関連するアプ
リケーションのレジューム情報とは対応付けられた状態で、携帯端末装置が備える記憶装
置に格納され、さらに、格納された中断情報に基づき、中断された通信の履歴は、携帯端
末装置に備わる表示装置に表示される。集積回路はさらに、中断された通信の再開が指示
されれば、記憶装置に格納された中断情報に基づく通信の再開と、中断情報に対応するレ
ジューム情報に基づくアプリケーションの再起動とを連動して行う再起動ステップとを備
える。
【００２０】
　また、他の局面は、アプリケーションプログラムの実行が可能な携帯端末装置であって
、ユーザからの実行中アプリケーションプログラムに対する中断指示を検出する中断アプ
リケーション検出部と、中断指示がなされたアプリケーションプログラムを再開する起点
となる再開位置情報と、再開時刻で構成される、アラーム情報を作成するアラーム設定部
と、所定の間隔でタイマ割り込みを発生させ、アラーム情報の再開日時及び時刻に達した
ことを通知するタイマ管理部と、アラーム設定部により作成されたアラーム情報を一元管
理し、タイマ管理部からアプリケーション再開時刻の到達通知を受信したことを受けて、
アラーム情報を参照して、アプリケーションプログラムの再開指示を行う中断アプリケー
ション制御部と、アプリケーションプログラムの再開をユーザに通知するアラーム通知部
と、タイマ管理部の通知により、ユーザの指示に従って設定された、アラーム情報を参照
してアプリケーションを再開する中断アプリケーション再開部とを備える。
【００２１】
　ここで、本発明の他の局面は、方法、コンピュータプログラム及び集積回路のいずれか
でも実現可能である。
【発明の効果】
【００２２】
　以上の第１－第４の局面によれば、相手方の通信機器との通信が中断した場合、その通
信機器に再度通信を行う状況に備えて、通信が中断する以前に実行されていたアプリケー
ションレジューム情報及び中断情報が少なくとも作成される。本携帯端末装置は、このよ
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うな中断情報に従って通信の履歴が表示した後、レジューム情報に従ってアプリケーショ
ンを再起動する。従って、ユーザは、過去に通信機器と通信を行っていた時の状況を思い
出すのに役立つ通信の履歴を参照した後、再度通信を行うことになる。以上から明らかな
ように、第１－第４の局面によれば、過去の通信が何故行われたかをユーザが容易に思い
だせる。
【００２３】
　また、上述の他の局面によれば、ユーザは中断したアプリケーションを再開する場合、
携帯端末装置の階層の深いメニューから該当のメニューを探す手間と時間を省くことがで
きる。
【００２４】
　本発明の上記及びその他の目的、特徴、局面及び利点は、以下に述べる本発明の詳細な
説明を、添付の図面とともに理解したとき、より明らかになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
（第１の実施形態）
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る携帯端末装置１の外部構成を示す模式図である
。図１において、携帯端末装置１は例示的には、ユーザＡが移動しながら音声通話を行う
ことが可能な機器である。このような携帯端末装置１の典型例としては、携帯電話がある
。以上のような携帯端末装置１は、アンテナ１１と、ディスプレイ１２と、スピーカ１３
と、マイク１４と、ボタン群１５と、撮像部１６とを備えている。なお、撮像部１６は、
本実施形態では、本携帯端末装置１の背面側に設置されているとして説明する関係で、一
点鎖線内に示されている。
【００２６】
　アンテナ１１は、空間を伝搬してくる電気信号を受信したり、空間に電気信号を送出し
たりする。
　ディスプレイ１２は画像を画面上に表示する。
　スピーカ１３は主として、ユーザＡの音声通話の相手が話した内容を音声で出力する。
　マイク１４は、ユーザＡが話した内容（つまり音声）を音声信号に変換する。
【００２７】
　ボタン群１５は、ユーザＡの手で操作されるいくつかのボタンを含む。これらボタンに
は、少なくとも、電話番号を入力するためのいくつかのボタン１５１、発信を開始するた
めの開始ボタン１５２、及び音声通話を切断するための切断ボタン１５３が含まれる。
　撮像部１６は、本携帯端末装置１の周囲の光景を表す画像をデジタル情報として取り込
む。
【００２８】
　また、図２は、図１に示す携帯端末装置１のハードウェア構成を示すブロック図である
。なお、参考のため、図２には、図１に示す各構成１１－１６も示されている。図２にお
いて、携帯端末装置１は、上述の各構成１１－１６に加え、第１の格納部２１と、第２の
格納部２２と、プロセッサ２３と、ワーキングエリア２４と、無線通信部２５と、ディス
プレイ１２の周辺回路２６と、スピーカ１３の周辺回路２７と、測位部２８と、タイマ２
９とを備えている。
【００２９】
　第１の格納部２１は、少なくとも内部に格納されたデータを読み出すことが可能なメモ
リであって、音声通話用プログラムＰ１と、メーラＰ２と、ブラウザＰ３とを少なくとも
格納する。音声通話用プログラムＰ１は、音声通話に関する処理が記述されたアプリケー
ションプログラムである。また、メーラＰ２は、電子メールに関する処理が記述されたア
プリケーションプログラムである。ブラウザＰ３は、ＷＷＷ（Ｗｏｒｌｄ　Ｗｉｄｅ　Ｗ
ｅｂ）へのアクセスを実現するアプリケーションプログラムである。
【００３０】
　第２の格納部２２は、データを書き換え可能な不揮発性メモリであって、ＷＷＷサーバ
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（図示せず）からダウンロードされたコンピュータプログラムを格納する。図示した例で
は、第２の格納部２２には、１個のゲーム用アプリケーションプログラム（図には単に「
ゲームプログラム」と示される）Ｐ４が格納されている。
【００３１】
　また、第２の格納部２２は、プロセッサ２３により編集される中断情報Ｑ１を格納する
。中断情報Ｑ１は、本実施形態では例示的に、音声通話が始まる前に中断した発信が何故
行われたか、また、なぜ中断したかをユーザＡが思い出すことを手助けするための情報で
ある。ここで、以下、このような発信のことを、中断発信と称する。ここで、図３は、中
断情報Ｑ１のデータ構造の一例を示す模式図である。図３において、中断情報Ｑ１は、中
断発信毎に作成されるユニットＲ１を含む。各ユニットＲ１は、接続先Ｒ１１と、発信時
刻Ｒ１２と、所要時間Ｒ１３と、位置Ｒ１４と、周辺情報Ｒ１５と、中断理由Ｒ１６と、
履歴情報Ｒ１７とを登録可能に構成されている。
【００３２】
　接続先Ｒ１１は、本実施形態では、本携帯端末装置１が発信に用いた電話番号を示す情
報である。この接続先Ｒ１１は例えば、ボタン群１５から入力される電話番号に基づいて
登録される。
【００３３】
　発信時刻Ｒ１２は、同じユニットＲ１に登録される電話番号を使って発信が行われた時
刻を示す。この発信時刻Ｒ１２は、タイマ２９により計時される現在時刻に基づいて登録
される。
【００３４】
　所要時間Ｒ１３は、同じユニットＲ１に登録される発信時刻Ｒ１２から、発信が中断す
るまでの時間である。この所要時間Ｒ１３もまた、タイマ２９により計時される現在時刻
に基づいて登録される。
【００３５】
　位置Ｒ１４は、中断発信の発生と概ね同時に、ユーザＡが居た場所を、経度座標及び緯
度座標の組みを使って示す。この位置Ｒ１４は、測位部２８により取得される経度座標及
び緯度座標に基づいて登録される。
【００３６】
　なお、位置Ｒ１４の情報をユーザＡに表示する場合、経度座標及び緯度座標の値を表示
する代わりに、それらから導出される場所の情報が表示されてもかまわない。例えば、場
所又は建物の名称若しくはそれらを示すアイコンが表示されても良いし、他にも、登録さ
れた位置Ｒ１４の周辺地図が、位置Ｒ１４を示すマークとともに表示されてもよい。
【００３７】
　周辺情報Ｒ１５は、本実施形態では、中断発信の発生と概ね同時に、ユーザＡが居た場
所で撮像部１６が撮影した静止画情報である。ただし、周辺情報Ｒ１５は、静止画情報に
限らず、音声通話が中断した場所で記録された音声情報又は動画情報でも構わない。なお
、音声情報又は動画情報を周辺情報Ｒ１５とする場合には、本携帯端末装置１は、マイク
又はビデオカメラが必要となる。また、周辺情報Ｒ１５は、静止画、音声及び動画のグル
ープから選ばれたいずれか２個以上の組み合わせであっても構わない。
【００３８】
　中断理由Ｒ１６は、発信が中断した理由を示す情報である。本実施形態では、携帯端末
装置１が自動的に登録することから、中断理由Ｒ１６としては、携帯端末装置１が判別可
能な３種類が例示的に定義される。まず、第１の中断理由Ｒ１６は、本携帯端末装置１が
圏外へ出たこと、つまり音声通話が可能なサービスエリア外に携帯端末装置１が存在する
ことである。第２の中断理由Ｒ１６は、本携帯端末装置１の電池が切れたことである。第
３の中断理由Ｒ１６は、ユーザＡが切断ボタン１５３を自ら操作して発信を中断したこと
である。なお、説明の便宜のため、第１、第２及び第３の中断理由Ｒ１６には中断ＩＤと
して「０」、「１」及び「２」が割り当てられるとし、中断理由Ｒ１６としては、「０」
、「１」及び「２」の中から選ばれたいずれかが登録される。
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【００３９】
　履歴情報Ｒ１７は、レジューム情報を一具体例であって、発信が行われる前に、本携帯
端末装置１が実行していたアプリケーションプログラム（以下、単に「アプリケーション
」と称する）の実行結果をディスプレイ１２に表示するのに必要な情報である。このよう
な履歴情報１７は典型的には、ＬＩＦＯ（Ｌａｓｔ　Ｉｎ　Ｆｉｒｓｔ　Ｏｕｔ）に保持
される。また、好ましくは、履歴情報Ｒ１７はさらに、図４に示すような、アプリケーシ
ョン毎にサブユニットＳ１を保持している。各サブユニットＳ１は、プログラム識別子Ｖ
１１、起動方法Ｖ１２及び起動条件Ｖ１３を有する。プログラム識別子Ｖ１１は、本携帯
端末装置１が発信前に実行していたアプリケーションを特定する情報である。本実施形態
では、アプリケーションとして、メーラＰ２、ブラウザＰ３及びゲームプログラムＰ４が
例示されている。それ故、プログラム識別子Ｖ１１として、メーラＰ２、ブラウザＰ３及
びゲームプログラムＰ４には、「０」、「１」及び「２」が割り当てられるとし、プログ
ラム識別子Ｖ１１としては、これら値のうちのいずれかが登録される。
【００４０】
　起動方法Ｖ１２は、同じサブユニットＳ１で特定されるアプリケーションをどのように
起動するかを示す情報である。具体的には、起動方法Ｖ１２としては、以下の２通りが代
表的である。第１の起動方法は、アプリケーションを最初から起動する方法である。第２
の起動方法は、アプリケーションを発信中断時における状態から再開する方法である。こ
こで、説明の便宜上、第１及び第２の起動方法には、起動方法ＩＤとして「０」及び「１
」が割り当てられるとし、起動方法Ｖ１２としては、これら起動方法ＩＤのいずれかが登
録される。
【００４１】
　また、起動条件Ｖ１３は、同じサブユニットＳ１で特定されるアプリケーションをユー
ザＡの確認を得ることなく起動するか否かを示す情報である。説明の便宜上、ユーザＡの
確認を得ることなく起動するという条件には、起動条件ＩＤとして「０」が割り当てられ
、ユーザＡの確認を得た上で起動するという条件には、起動条件ＩＤとして「１」が割り
当てられる。起動条件Ｖ１３としては、これらの起動条件ＩＤのいずれかが登録される。
【００４２】
　なお、起動方法Ｖ１２及び起動条件Ｖ１３は、予め設定されていても構わない。さらに
、ユーザＡは、任意のタイミングで自分の好みに応じて、起動方法Ｖ１２及び／又は起動
条件Ｖ１３を設定するようにしても構わない。
【００４３】
　ここで、再度、図２を参照する。プロセッサ２３は、上述のプログラムＰ１－Ｐ４のい
ずれかを、ワーキングエリア２４を使いながら実行する。
【００４４】
　無線通信部２５は、アンテナ１１により受信された音声信号又はデータ信号を、ワーキ
ングエリア２４に転送する。また、無線通信部２５は、ワーキングエリア２４から転送さ
れてくる音声信号又はデータ信号をアンテナ１１に出力する。
【００４５】
　周辺回路２６は、ワーキングエリア２４から転送されてくる音声信号に所定の処理を行
った後、アナログの音声信号をスピーカ１３に出力する。ここで、周辺回路２６の典型的
な処理としては、符号化されている音声信号の復号、復号された音声信号のアナログ形式
への変換、及びアナログ音声信号の増幅がある。
【００４６】
　周辺回路２７は、ワーキングエリア２４から転送されてくる各アプリケーションの実行
結果に所定の処理を行った後、処理済みの実行結果をディスプレイ１２に出力する。ここ
で、周辺回路２７の典型的な処理としては、表示すべき画像に対するスケーリング及び／
又は輝度の調整がある。
【００４７】
　測位部２８は、電波航法及び／又は自律航法により、本携帯端末装置１の現在位置を導



(10) JP 4642015 B2 2011.3.2

10

20

30

40

50

出する。このような測位部２８の典型例としては、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉ
ｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）レシーバがある。ＧＰＳレシーバは、ＧＰＳに収容される人
工衛星から送られてくる情報に基づいて、本携帯端末装置１の現在位置を導出する。ここ
で、現在位置は、少なくとも緯度座標及び経度座標を使って表される。なお、測位部２８
は、代替的に、例えばＰＨＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙ－ｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅ
ｍ）の基地局から送られてくる情報に基づいて現在位置を導出することも可能である。ま
た、本実施形態では、測位部２８は、本携帯端末装置１に内蔵されるとして説明するが、
これに限らず、本携帯端末装置１に対して着脱自在なモジュールであっても構わない。
　タイマ２９は、現在時刻を計時する。
【００４８】
　次に、図５のフローチャートを参照して、以上のような構成の携帯端末装置１の処理に
ついて説明する。発信を行うための前段階の処理として、プロセッサ２３は、まず、中断
情報Ｑ１が存在するか否かを判断する（図５；ステップＳ１）。なお、現時点では、都合
上、いずれのユニットＲ１も存在しないと仮定して、説明を続ける。
【００４９】
　以上の仮定下では、発信を行うために、ユーザは、中断情報Ｑ１を参照することなく、
電話番号を特定することになる。プロセッサ２３は、ユーザにより特定された電話番号を
取得し、さらに、必要に応じて履歴情報Ｒ１７を取得する（ステップＳ２）。
【００５０】
　電話番号の取得方法としては下記のようにいくつかの例がある。第１に、ユーザＡは、
開始ボタン１５２を操作した後に、いくつかのボタン１５１のうち必要なものを操作して
、電話番号を直接入力したり、過去に発信した電話番号のリストから１個を指定したりす
る。以上のようにして指定された電話番号をプロセッサ２３は取得する。
【００５１】
　第２に、ユーザＡは、携帯端末装置１を操作して、メーラＰ２を起動させる。その後、
プロセッサ２３は、ユーザＡのボタン群１５の操作に従ってメーラＰ２を実行する。メー
ラＰ２の実行中、プロセッサ２３は、その本文中に電話番号を含むメールを作成し、周辺
回路２６に転送する。ディスプレイ１２は、図６に例示するように、周辺回路２６から送
られてくるメール本文を表示し、その結果、ディスプレイ１２に、電話番号Ｎを含むメー
ル本文が表示される。このような状態で、ユーザＡは、ボタン群１５を操作して、現在表
示されている電話番号Ｎを指定する。このようにして指定された電話番号Ｎを、プロセッ
サ２３は取得する。また、プロセッサ２３は、メーラＰ２の実行結果、つまり、電話番号
Ｎを含むメール本文を、後で使われる可能性がある履歴情報Ｒ１７としてワーキングエリ
ア２４に保持する。また、履歴情報Ｒ１７に関連して、メーラＰ２のサブユニットＶ１も
、プロセッサ２３は作成し、ワーキングエリア２４で保持する。
【００５２】
　第３に、ユーザＡは、携帯端末装置１の操作して、ブラウザＰ３を起動する。その後、
プロセッサ２３は、ユーザＡの操作に従ってブラウザＰ３を実行する。ブラウザＰ３の実
行中、プロセッサ２３は、電話番号Ｎを含むコンテンツを表す実行結果を作成し、それを
周辺回路２６に転送する。ディスプレイ１２は、図７に例示するように、周辺回路２６か
らの実行結果を表示し、その結果、ディスプレイ１２には、電話番号Ｎを含むコンテンツ
が表示される。このような状態で、ユーザＡは、ボタン群１５を操作して、現在表示され
ている電話番号Ｎを指定する。このようにして指定された電話番号Ｎを、プロセッサ２３
は取得する。また、プロセッサ２３は、ブラウザＰ３の実行結果、つまり、電話番号Ｎを
含むコンテンツを、後で使われる可能性がある履歴情報Ｒ１７としてワーキングエリア２
４で保持する。また、履歴情報Ｒ１７に関連して、ブラウザＰ３のサブユニットＶ１も、
プロセッサ２３は作成し、ワーキングエリア２４で保持する。
【００５３】
　なお、プロセッサ２３は、中断情報Ｑ１を使って電話番号を取得することも可能である
が、これについては後述する。
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【００５４】
　ステップＳ２の次に、プロセッサ２３は、音声通話用プログラムＰ１に従って、今回取
得した電話番号を使って、その電話番号で特定される通信機器との通信を開始するための
通信処理を行う（ステップＳ３）。具体的には、プロセッサ２３は、ステップＳ３におい
て、相手方の通信機器（例えば携帯電話）と音声通信を行うために発信する。
【００５５】
　その後、プロセッサ２３は、今回用いられた電話番号を接続先Ｒ１１として、さらには
、タイマ２９から得られる現在時刻を発信時刻Ｒ１２として、ワーキングエリア２４に保
持する（ステップＳ４）。
【００５６】
　次に、プロセッサ２３は、通話相手側との音声通話が始まったか否かを判断する（ステ
ップＳ５）。ＹＥＳと判断した場合、携帯端末装置１の各部は、音声通話に必要な処理を
行い（ステップＳ６）、音声通話が終了すると、携帯端末装置１の各部は処理を終了する
。
【００５７】
　それに対して、ステップＳ５でＮＯと判断した場合、プロセッサ２３は、前述の第１－
第３の中断理由のうちのいずれかが発生したか否かを判断する（ステップＳ７）。具体的
には、プロセッサ２３は、本携帯端末装置１の電池（図示せず）の残量をチェックし、残
量が実質的にゼロであれば、ステップＳ７でＹＥＳと判断する。また、プロセッサ２３は
、ユーザＡが自ら切断ボタン１５３を操作したか否かをチェックし、操作されていれば、
ステップＳ７でＹＥＳと判断する。さらに、プロセッサ２３は、アンテナ１１の受信電界
強度をチェックし、受信電界強度が基準値を下回っていれば、本携帯端末装置１が圏外に
出たとみなして、ステップＳ７でＹＥＳと判断する。
【００５８】
　また、ステップＳ７でＮＯと判断した場合、プロセッサ２３は、ステップＳ５を行う。
それに対して、ステップＳ７でＹＥＳと判断した場合、プロセッサ２３は、中断情報Ｑ１
の編集処理を行う（ステップＳ８）。以下、図８のフローチャートを参照して、ステップ
Ｓ４の処理について詳細に説明する。
【００５９】
　図８において、まず、プロセッサ２３は、タイマ２９から得られる現在時刻と、ステッ
プＳ４で保持された発信時刻Ｒ１２との差分を導出し、これを所要時間Ｒ１３としてワー
キングエリア２４に保持する（ステップＳ４１）。
【００６０】
　次に、プロセッサ２３は、測位部２８から得られる経度座標及び緯度座標の組みを位置
情報Ｒ１４としてワーキングエリア２４に保持する（ステップＳ４２）。
【００６１】
　次に、プロセッサ２３は、撮像部１６から得られる静止画情報を周辺情報Ｒ１５として
ワーキングエリア２４に保持する（ステップＳ４３）。
【００６２】
　次に、プロセッサ２３は、ステップＳ７で特定した中断理由を特定する中断ＩＤをワー
キングエリア２４に保持する（ステップＳ４４）。
【００６３】
　次に、プロセッサ２３は、現在ワーキングエリア２４に保持されている接続先Ｒ１１、
発信時刻Ｒ１２、所要時間Ｒ１３、位置Ｒ１４、周辺情報Ｒ１５、中断理由Ｒ１６及び履
歴情報Ｒ１７を配列して、ユニットＲ１を作成し、第２の格納部２２に中断情報Ｑ１の一
部として格納する（ステップＳ４５）。
【００６４】
　以上のステップＳ４５が終わると、プロセッサ２３は、図５に示すステップＳ８を終了
する。
【００６５】
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　以上のようにして作成される中断情報Ｑ１が第２の格納部２２に存在する状態で、ユー
ザＡが音声通話を行おうとすると、プロセッサ２３は、図５に示すステップＳ１で、中断
情報Ｑ１が存在すると判断する。この場合、プロセッサ２３は、第２の格納部２２に格納
されている中断情報Ｑ１に基づいて表示処理を行う（ステップＳ９）。
【００６６】
　次に、中断情報Ｑ１の表示方法の例について、いくつか説明する。前述のように、履歴
情報Ｒ１７は、メーラＰ２の実行結果としての電話番号Ｎを含むメール本文であったり（
図６を参照）、ブラウザＰ３の実行結果としての、電話番号Ｎを含むコンテンツであった
りする（図７を参照）。従って、このようなメール本文又はコンテンツをディスプレイ１
２に表示すると、ユーザＡが前回電話をかけた時の記憶を思い起こすきっかけとなり、ユ
ーザは、何故、電話番号Ｎに発信したのかを容易に思い出せる。このような観点から、プ
ロセッサ２３は、履歴情報Ｒ１７に含まれるサブユニットＶ１の内容に従って表示処理を
行う。
【００６７】
　図４に示す例では、メーラＰ２に関しては、起動方法ＩＤとして「１」が設定され、さ
らに、起動条件ＩＤとして「０」が設定されているので、プロセッサ２３は、履歴情報Ｒ
１７に従って、メーラＰ２を発信中断時における状態から、無条件で即座に再開する。そ
の結果、ディスプレイ１２には、図６に示すようなメール本文が表示される。また、図４
の例示では、ブラウザＰ３に関しては、起動方法ＩＤとして「１」が、さらに、起動条件
ＩＤとして「１」が設定されているので、プロセッサ２３は、まず、ブラウザＰ３の起動
を受け入れるか否かをユーザＡが指定可能なダイアログを生成して、ディスプレイ１２に
表示させる。プロセッサ２３は、ユーザＡがブラウザＰ３の起動を許可した場合に、履歴
情報Ｒ１７に従って、ブラウザＰ３を発信中断時における状態から再開する。その結果、
ディスプレイ１２には、図７に示すようなコンテンツが表示される。
【００６８】
　なお、プロセッサ２３は、補助的に、ユニットＲ１に含まれる接続先Ｒ１１、発信時刻
Ｒ１２、所要時間Ｒ１３、位置Ｒ１４、周辺情報Ｒ１５及び中断理由Ｒ１６の中から選ば
れた少なくとも１つをディスプレイ１２に表示させても良い。これらを補助的に表示する
ことにより、発信中断時の記憶がさらによみがえりやすくなり、ユーザＡは、何故その電
話番号Ｎに電話をかけたのかをさらに思い出しやすくなる。
【００６９】
　ここで、中断情報Ｑ１には、複数のユニットＲ１が含まれている場合がある。このよう
な場合、所定の優先順位に従って、プロセッサ２３は、ユニットＲ１について処理を行う
。例えば、発信時刻Ｒ１２が新しい順番、又は古い順番に、プロセッサ２３は、ユニット
Ｒ１を選択して、上述のような表示処理を行う。
【００７０】
　代替的に、所要時間Ｒ１３が大きい順に、プロセッサ２３は、ユニットＲ１を選択して
、上述の表示処理を行う。このような順で選択することは、下記のような利点がある。つ
まり、所要時間Ｒ１３が大きいということは、音声通話が始まることをユーザＡは望んで
いたことになり、対象となる通話相手とどうしても話したかったとみなすことができる。
従って、このようなユニットＲ１の選択方法を採用することで、よりユーザフレンドリな
携帯端末装置１を提供することが可能となる。
【００７１】
　以上のステップＳ９の後、プロセッサ２３は、現在表示されている電話番号をユーザＡ
が選択したか否かを判断する（ステップＳ１０）。ＹＥＳと判断した場合、プロセッサ２
３は、選択された電話番号を取得し（ステップＳ１１）、その後、ステップＳ３を行う。
それに対して、ＮＯと判断した場合、プロセッサ２３は、ステップＳ２を行う。
【００７２】
　以上説明したように、本実施形態に係る携帯端末装置１は、発信の中断が発生した場合
、再発信に備えて、発信中断時の様々な状況を表すことが可能な中断情報Ｑ１を作成し保
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持する。その後、ユーザＡが再発信しようとしたとき、携帯端末装置１は、このような中
断情報Ｑ１を表示する。これによって、ユーザＡは、中断が発生した発信を何故行ったの
か、また、なぜ中断したのかを思い出しやすくなる。
【００７３】
　さらに、通常、目的とするメール又はコンテンツに辿り着くまでに、ユーザは、メーラ
Ｐ２又はブラウザＰ３を起動させた後、ボタン群１５を何度も操作する必要がある。従っ
て、もし中断情報Ｑ１が無い状態で、ユーザＡが、メーラＰ２又はブラウザＰ３を使って
中断理由を思いだそうとした場合、ボタン群１５を何度も操作する必要がある。しかしな
がら、特徴的な中断情報Ｑ１、特に履歴情報Ｒ１７により、本携帯端末装置１は、メーラ
Ｐ２又はブラウザＰ３を発信中断時における状態から再開させることができる。これによ
って、ボタン群１５の操作回数が飛躍的に減少するため、よりユーザフレンドリな携帯端
末装置１を提供することが可能となる。
【００７４】
　なお、第２の格納部２２には記憶容量の制限があるため、ユニットＲ１は必要に応じて
削除される必要がある。プロセッサ２３は、接続先Ｒ１１に記録されている電話番号のユ
ーザからの着信があり、音声通話が成立した場合、音声通話が成立したとみなして、その
接続先Ｒ１１を含むユニットＲ１を第２の格納部２２から消去する。他にも、プロセッサ
２３は、接続先Ｒ１１に記録されている電話番号に発信し、音声通話が成立した場合には
、その接続先Ｒ１１を含むユニットＲ１を第２の格納部２２から消去する。他にも、プロ
セッサ２３は、発信時刻Ｒ１２から一定時間経過した場合、その発信時刻Ｒ１２を含むユ
ニットＲ１を第２の格納部２２から消去するようにしても良い。
【００７５】
　また、以上の実施形態では、携帯端末装置１が音声通話に関する処理を行う場合につい
て説明した。しかし、これに限らず、本実施形態は、インターネットアクセスを行うこと
が可能な携帯端末装置１にも応用できる。この場合、中断情報Ｑ１は、接続先Ｒ１１とし
て、電話番号の代わりに、ＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ
）又はＵＲＩ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒｓ）のような
、ネットワーク上の情報資源がある場所、つまり相手方の通信機器を指し示す情報が登録
される。これによって、ユーザは、ある情報資源に接続した後、何らかの理由でその接続
が中断した場合であっても、何故その情報資源に接続したか、また、なぜ中断したのかを
後で容易に思い出すことが可能となる。
【００７６】
　また、以上の実施形態では、携帯端末装置１がメーラＰ２又はブラウザＰ３の実行結果
から中断情報Ｑ１を作成する場合について説明した。しかし、携帯端末装置１は、ゲーム
プログラムＰ４の実行結果からも中断情報Ｑ１を作成することが可能となる。具体的には
、ユーザＡは、携帯端末装置１がゲームプログラムＰ４を実行することにより実現される
ゲームを楽しんでおり、ゲームの途中経過又はハイスコアを知り合いに知らせたい場合が
ある。このような状況下で、中断情報Ｑ１が無い場合、ユーザは、電話番号を特定する。
プロセッサ２３は、図５に示すステップＳ２で、ユーザにより特定された電話番号を取得
し、さらに、ゲームプログラムＰ４の履歴情報Ｒ１７を取得する。その後、ステップＳ３
－Ｓ８までが実行されると、上述の履歴情報Ｒ１７を含むユニットＲ１が第２の格納部２
２に作成される場合がある。
【００７７】
　また、以上のようにして作成されたユニットＲ１を使って再発信する場合、プロセッサ
２３はまず、ステップＳ９で、ディスプレイ１２にユニットＲ１を表示させる。また、図
４の例示では、ゲームプログラムＰ４に関しては、起動方法ＩＤとして「０」が、さらに
、起動条件ＩＤとして「１」が設定されているので、プロセッサ２３は、まず、ゲームプ
ログラムＰ４を無条件で即座に起動し、そのオープニング画面をディスプレイ１２に表示
させる。なお、起動方法ＩＤ及び起動条件ＩＤの組み合わせに応じて、ディスプレイ１２
には、前述のダイアログが表示されたり、履歴情報Ｒ１７に従ってアプリケーションが表
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示されたりする。
【００７８】
　また、以上の実施形態では、本携帯端末装置１は携帯電話であるとして説明したが、こ
れに限らず、電話機能付きのＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔ
ａｎｔｓ）、電話機能付きデジタルカメラ又は電話機能付きのカーナビゲーションシステ
ムのようなデジタル機器に応用することが可能である。他にも、本携帯端末装置１は、イ
ンターネットアクセスが可能なデジタル機器にも応用することが可能である。
【００７９】
　また、以上の実施形態では、音声通話用プログラムＰ１は、携帯端末装置１が内部に備
えるメモリ（つまり、第１の格納部２１）に格納されるとして説明した。しかし、それに
限らず、音声通話用プログラムＰ１は、ＣＤ－ＲＯＭに代表される配布媒体に記録された
状態で配布されても構わないし、インターネットに代表されるネットワークを通じて配布
されても構わない。
【００８０】
（他の構成例）
　また、以上の実施形態では、本携帯端末装置１の特徴的な機能は、音声通話用プログラ
ムＰ１をプロセッサ２３が実行することにより実現されるとして説明した。しかし、これ
に限らず、上述の音声通信用プログラムＰ１で実現される機能は典型的には、集積回路で
あるＬＳＩ（Ｌａｒｇｅ　Ｓｃａｌｅ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）として
実現されても構わない。
【００８１】
　ここで、図９は、携帯端末装置１の他の構成例を示すブロック図である。図９において
、携帯端末装置１は、図２に示すものと比較すると、音声プログラムＰ１で実現される機
能が集積回路１００で実現されている点で相違する。それ以外に、両者の間に相違点は無
いので、図９において、図２の構成に相当するものには同一の参照符号を付け、それぞれ
の説明を省略する。
【００８２】
　図９に示す集積回路１００は、中断情報検索部１０１と、電話番号取得部１０２と、履
歴情報取得部１０３と、発信部１０４と、発信時刻取得部１０５と、開始検出部１０６と
、音声通信処理部１０７と、中断有無判断部１０８と、各種情報取得部１０９と、ユニッ
ト作成部１１０と、アプリケーション起動部１１１と、表示処理部１１２とを備える。
【００８３】
　中断情報検索部１０１は、第２の格納部２２に中断情報Ｑ１が存在するか否かを判断す
る。
【００８４】
　中断情報Ｑ１が無い場合、履歴情報取得部１０３は、前述の履歴情報Ｒ１７を取得して
、ユニット作成部１１０に渡す。また、中断情報Ｑ１が無い場合、電話番号取得部１０２
は、ユーザにより指定された電話番号を取得し、発信部１０４及びユニット作成部１１０
に渡す。
【００８５】
　発信部１０４は、今回受け取った電話番号を使って、その電話番号で特定される通信機
器との通信を開始するための通信処理を行う。
【００８６】
　発信時刻取得部１０５は、発信部１０４が発信を行うと、タイマ２９から得られる現在
時刻を発信時刻Ｒ１２として取得し、ユニット作成部１１０に渡す。
【００８７】
　また、開始検出部１０６は、通話相手側との音声通話が始まると、その旨を音声通信処
理部１０７及び中断有無判断部１０８に渡す。
【００８８】
　音声通信処理部１０７は、開始検出部１０６の検出結果を受け取ると、音声通話に必要
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な処理を行い、音声通話が終了すると、その処理を終了する。
【００８９】
　また、中断有無判断部１０８は、前述の第１－第３の中断理由のうちのいずれかが発生
したか否かを判断し、いずれかの中断理由が発生したと判断すると、その旨を各種情報取
得部１０９に渡す。
【００９０】
　各種情報取得部１０９は、前述と同様の所要時間Ｒ１３、位置情報Ｒ１４、周辺情報Ｒ
１５及び中断理由R１６を取得し、それらをユニット作成部１１０に渡す。
【００９１】
　ユニット作成部１１０は、電話番号取得部１０２から受け取った電話番号である接続先
Ｒ１１、発信時刻Ｒ１２、所要時間Ｒ１３、位置Ｒ１４、周辺情報Ｒ１５、中断理由Ｒ１
６及び履歴情報Ｒ１７から、ユニットＲ１を作成し、第２の格納部２２に渡す。第２の格
納部２２は、ユニット作成部１１０で作成されたユニットＲ１を、中断情報Ｑ１の一部と
して格納する。
【００９２】
　また、中断情報検索部１０１は、ユーザＡが音声通話を行おうとすると、中断情報Ｑ１
が存在する場合には、その旨をアプリケーション起動部１１１に渡す。
【００９３】
　アプリケーション起動部１１１は、前述と同様にして、アプリケーションを起動する。
【００９４】
　また、表示処理部１１２は、アプリケーション起動部１１１により起動されたアプリケ
ーションの実行結果を、ディスプレイ１２に表示するための処理を行う。
【００９５】
　以上のような他の構成でも、第１の実施形態で説明したような技術的効果を得ることが
できる。
【００９６】
　なお、以上の説明では、１個の集積回路１００により、音声通話用プログラムＰ１の主
要機能が実現されるとして説明したが、これに限らず、携帯端末装置１を実現する各構成
及び各機能から適切に選ばれたいくつかで１個の集積回路が構成されても良い。
【００９７】
　また、以上の説明では、集積回路１００の代表例として、ＬＳＩを挙げたが、これに限
らず、集積回路１００は、集積度の違いに応じて、単なるＩＣ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　
Ｃｉｒｃｕｉｔ）、システムＬＳＩ、スーパーＬＳＩ又はウルトラＬＳＩと呼ばれる場合
もある。
【００９８】
　また、集積回路化の手法はＬＳＩに限るものでは無く、集積回路１００は、専用回路又
は汎用プロセッサで実現されても構わない。さらに、ＬＳＩの製造後にプログラムするこ
とが可能なＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）
、若しくはＬＳＩ内部の回路セルの接続又は設定を再構成可能なリコンフィギュラブルプ
ロセッサを用いて、集積回路１００は実現されても構わない。
【００９９】
　さらには、半導体技術の進歩又は、そこから派生する別技術によりＬＳＩに置き換わる
集積回路化の技術が登場すれば、当然、それらの技術を用いて各構成又は各機能を集積化
しても構わない。また、集積化には、例えばバイオ技術の適応も当然可能である。
【０１００】
（第２の実施形態）
　図１０は、本発明の第２の実施形態に係る携帯端末装置３の外部構成を示す模式図であ
る。また、図１１は、図１０に示す携帯端末装置３のハードウェア構成を示すブロック図
である。図１０及び図１１において、携帯端末装置３は、図１に示す携帯端末装置１と比
較すると、ボタン群１５の代わりにボタン群３１を、第１の格納部２１の代わりに第１の
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格納部３２を、さらに第２の格納部２２の代わりに第２の格納部３３を備える点で相違す
る。それ以外に両携帯端末装置３及び１の間に外部構成に関する相違点は無い。それ故、
図１０及び図１１において、図１に示す構成に相当するものには同一の参照符号を付け、
それぞれの説明を省略する。
【０１０１】
　ボタン群３１は、ユーザＡの手で操作されるいくつかのボタンを含む。これらボタンに
は、少なくとも、第１の実施形態で説明したいくつかのボタン１５１、開始ボタン１５２
及び切断ボタン１５３に加えて、中断ボタン３１１が含まれる。
【０１０２】
　中断ボタン３１１は、いったん開始された音声通話が完結する前に中断した場合に、ユ
ーザＡにより操作されるボタンである。このような中断ボタン３１１は、下記のような状
況下で操作される。周知のように、サービスエリア内では、例えばマナー又はエチケット
の問題で、音声通話を行うことが好ましくない場所（例えば電車の中）がある。ユーザＡ
は、音声通話が完結する前に、駅のホームに電車が近づいてきた時、中断ボタン３１１を
操作する。なお、以上、中断ボタン３１１が操作される状況の典型例を説明したが、中断
ボタン３１１は、上述の状況だけで操作されるのではなく、他の様々な状況でも操作され
る。
【０１０３】
　第１の格納部３２は、前述の第１の格納部２１と比較すると、音声通話用プログラムＰ
１の代わりに音声通話用プログラムＰ５を格納する点で相違する。音声通話用プログラム
Ｐ５は、本実施形態に特有な音声通話処理が記述されたアプリケーションである。
【０１０４】
　第２の格納部３３は、前述の第２の格納部２２と比較すると、プロセッサ２３により編
集される中断情報Ｑ２を格納する点で相違する。中断情報Ｑ２は、本実施形態では例示的
に、いったん始まった音声通話が何故中断したかをユーザＡが思い出すことを手助けする
ための情報である。ここで、図１２は、中断情報Ｑ２のデータ構造の一例を示す模式図で
ある。図１２において、中断情報Ｑ２は、中断が発生した音声通話毎に作成されるユニッ
トＲ２を含む。各ユニットＲ２は、前述のユニットＲ１と比較すると、所要時間Ｒ１３の
代わりに所要時間Ｒ２１を、さらに中断理由Ｒ１６の代わりに中断理由Ｒ２２を登録可能
に構成される点で相違する。それ以外に両ユニットＲ２及びＲ１の間に相違点は無い。そ
れ故、図１２において、図３に示す情報に相当するものには同一の参照符号を付け、それ
ぞれの説明を省略する。
【０１０５】
　所要時間Ｒ２１は、包括的には、同じユニットＲ２に登録される発信時刻Ｒ１２から、
音声通話が中断するまでの時間である。本実施形態では、説明を具体的にするために、所
要時間Ｒ２１は、発信時刻Ｒ１２から、中断ボタン３１１が操作されるまでの時間に実質
的に等しい。この所要時間Ｒ２１は、タイマ２９により計時される現在時刻に基づいて登
録される。
【０１０６】
　中断理由Ｒ２２は、音声通話が中断した理由を示す情報である。第１の実施形態と同様
の観点から、中断理由Ｒ２２としては、携帯端末装置３が判別可能な３種類が例示的に定
義される。まず、第１及び第２の中断理由Ｒ２２は、第１の実施形態と同様であるため、
それぞれの説明を省略する。ただし、第３の中断理由Ｒ２２、ユーザＡが中断ボタン３１
１を自ら操作して音声通話を中断したことである。なお、説明の便宜のため、第１、第２
及び第３の中断理由Ｒ２２には中断ＩＤとして「０」、「１」及び「２」が割り当てられ
るとし、中断理由Ｒ２２としては、「０」、「１」及び「２」の中から選ばれたいずれか
が登録される。
【０１０７】
　次に、図１３のフローチャートを参照して、以上のような構成の携帯端末装置３の処理
について説明する。図１３は、図５と比較すると、ステップＳ７及びＳ８の代わりに、ス
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テップＳ１１及びＳ１２を含む点で相違する。それ以外に両フローチャートに相違点は無
い。それ故、図１３において、図５に示すステップに相当するものには同一のステップ番
号を付け、それぞれの説明を省略する。
【０１０８】
　ステップＳ６の後に、プロセッサ２３は、前述の第１－第３の中断理由のうちのいずれ
かが発生したか否かを判断する（ステップＳ１２）。ステップＳ１２のために、プロセッ
サ２３は、第１の実施形態と同様、本携帯端末装置１の電池（図示せず）の残量、又はア
ンテナ１１の受信電界強度が基準値以下であった場合には、ステップＳ１２でＹＥＳと判
断する。さらに、プロセッサ２３は、ユーザＡが中断ボタン３１１を操作したか否かをチ
ェックし、操作されていれば、ステップＳ１２でＹＥＳと判断する。
【０１０９】
　以上のようなステップＳ１２でＮＯと判断した場合、プロセッサ２３は、ステップＳ６
を行い、引き続き音声通信を行う。それに対して、ステップＳ１１でＹＥＳと判断した場
合、プロセッサ２３は、中断情報Ｑ２の編集処理を行う（ステップＳ１３）。以下、図１
４のフローチャートを参照して、ステップＳ１３の処理について詳細に説明する。図１４
は、図８と比較すると、ステップＳ４１がステップＳ１２１に代わる点で相違する。それ
以外に両フローチャートの間には相違点は無い。それ故、図１４において、図８に示すス
テップには同一の参照符号を付け、それぞれの説明を省略する。
【０１１０】
　図１４において、まず、プロセッサ２３は、タイマ２９から得られる現在時刻と、ステ
ップＳ３で保持された発信時刻Ｒ１２との差分を導出し、これを所要時間Ｒ２１としてワ
ーキングエリア２４に保持する（ステップＳ１２１）。
【０１１１】
　その後、プロセッサ２３は、ステップＳ４２－Ｓ４５を行って、中断情報Ｑ２を作成し
、第２の格納部３３に格納する。また、ステップＳ４５が終わると、プロセッサ２３は、
図１３に示すステップＳ１２を終了する。
【０１１２】
　以上のようにして作成される中断情報Ｑ２が第２の格納部３３に存在する状態で、ユー
ザＡが音声通話を行おうとすると、プロセッサ２３は、図１３に示すステップＳ１で、中
断情報Ｑ２が存在すると判断する。この場合、プロセッサ２３は、第２の格納部３３に格
納されている中断情報Ｑ２に基づいて、第１の実施形態と同様の表示処理を行う（ステッ
プＳ９）。
【０１１３】
　以上説明したように、本実施形態に係る携帯端末装置３は、いったん始まった音声通話
の中断が発生した場合、再発信に備えて、音声通話の中断時の様々な状況を表すことが可
能な中断情報Ｑ２を作成し保持する。その後、ユーザＡが再発信しようとしたとき、携帯
端末装置３は、このような中断情報Ｑ２を表示する。これによって、ユーザＡは、音声通
話を何故中断したかを思い出しやすくなる。
【０１１４】
　さらに、第１の実施形態での説明と同様に、特徴的な中断情報Ｑ２、特に履歴情報Ｒ１
７により、本携帯端末装置３は、メーラＰ２又はブラウザＰ３を、音声通話の中断時にお
ける状態から再開させることができる。これによって、ボタン群３１の操作回数が飛躍的
に減少し、よりユーザフレンドリな携帯端末装置３を提供することが可能となる。
【０１１５】
　なお、第１の実施形態での説明と同様に、第２の格納部３３には記憶容量の制限がある
ため、ユニットＲ２は必要に応じて削除される必要がある。
【０１１６】
　また、第１の実施形態と同様に、第２の実施形態は、インターネットアクセスを行うこ
とが可能な携帯端末装置３にも応用できる。
【０１１７】
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　また、第１の実施形態と同様に、第２の実施形態は、ゲームプログラムＰ４が実行され
ている状況下でも、中断情報Ｑ２を作成することができる。
【０１１８】
　また、第１の実施形態と同様に、本携帯端末装置３は、電話機能付きのＰＤＡ（Ｐｅｒ
ｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔｓ）、電話機能付きデジタルカメラ又
は電話機能付きのカーナビゲーションシステムのようなデジタル機器に応用することが可
能である。他にも、本携帯端末装置３は、インターネットアクセスが可能なデジタル機器
にも応用することが可能である。
【０１１９】
　また、以上の実施形態では、音声通話用プログラムＰ５は、携帯端末装置３が内部に備
えるメモリ（つまり、第１の格納部３２）に格納されるとして説明した。しかし、それに
限らず、音声通話用プログラムＰ５は、ＣＤ－ＲＯＭに代表される配布媒体に記録された
状態で配布されても構わないし、インターネットに代表されるネットワークを通じて配布
されても構わない。
【０１２０】
　また、以上の実施形態では、音声通話用プログラムＰ５は、音声通話用プログラムＰ１
と同様に、配布媒体に記録された状態で配布されたり、ネットワークを通じて配布された
りしても構わない。
【０１２１】
　また、音声通話プログラムＰ５により実現される機能及び携帯端末装置５の各構成のう
ち、適切に選ばれたものについても、第１の実施形態で説明したように、集積回路により
実現されても構わない。
【０１２２】
（第３の実施形態）
　以降、本発明に係る携帯端末装置の第３の実施形態について説明する。先ず初めに、本
発明に係る携帯端末装置の実施行為のうち、使用行為についての説明を行う。
【０１２３】
　本発明に係る携帯端末装置は、代表的には、図１５に示すように携帯電話２００である
。携帯電話２００は、通信を行うためのアンテナ２０１と、データを表示する画面２０２
と、音声を出力するスピーカ２０３と、入力を行うボタン群２０４と、他装置とより構成
されている。なお、入力を行うボタン群２０４にはアプリケーション中断ボタン２０５と
アプリケーション再開ボタン２０６がある。
【０１２４】
　ユーザＡは、携帯電話２００にてアプリケーションを実行し、各種サービスを享受する
ことになる。アプリケーションに対する指示は主にボタン群２０４を押下することにより
行われる。また、ユーザＡは、アプリケーション実行を任意の時点で中断する。アプリケ
ーションの中断はアプリケーション中断ボタン２０５の押下で行うことができる。続いて
、ユーザＡは任意の時点で先ほど中断したアプリケーションを再開する。アプリケーショ
ンの再開はアプリケーション再開ボタン２０６の押下で行うことができる。
【０１２５】
　なお、上記説明では、アプリケーションの中断及び再開の動作は、専用ボタン２０５及
び２０６に割り当てられているが、上記中断及び再開の動作は任意の入力ボタン群２０４
のいずれかに割り当てられていてもかまわない。
【０１２６】
　続いて本発明に係る携帯端末装置の実施行為のうち、生産行為についての説明を行う。
本発明に係る携帯端末装置は、図１６に示す内部構成に基づき生産することができる（こ
こでの生産は、工業的な製造行為を意味する）。図１６は携帯電話２００のハードウェア
構成を示す図である。図１６に示すように、携帯電話２００はＣＰＵ２０７、ＲＯＭ２０
８、ＲＡＭ２０９、音声出力部２１０、表示部２１１、無線通信部２１２及びボタン入力
部２１３から構成され、互いに接続されている。なお、図１６には、先に説明した使用行
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為に関わる構成のみを示している。
【０１２７】
　ＲＯＭ２０８内には、サービスを提供するためのソフトフェアプログラムが格納されて
おり、ＣＰＵ２０７はＲＯＭ２０８内に格納されているプログラムを実行する。該実行に
伴い、ＣＰＵ２０７はＲＡＭ２０９に対して、実行時に発生するデータの書き込み又は修
正を行う。
【０１２８】
　該実行に伴い、ＣＰＵ２０７はユーザＡに対して、音声出力部２１０を通じて、スピー
カ２０３に音声を出力し、表示部２１１を通じて画面２０２へ画像を出力する。また、ボ
タン入力部２１３に接続された入力を行うボタン群２０４よりユーザAのキー入力を受け
付ける。また、無線通信部２１２に接続されたアンテナ２０１を通じて通信を行い、サー
ビスに必要なデータを受信又は送信する。
【０１２９】
　以上が本発明に係る携帯端末装置のハードウェア構成である。続いて、本発明に係る携
帯端末装置のソフトウェア構成について説明する。図１７は本発明に係る携帯端末装置の
ソフトウェア構成を示す図である。
【０１３０】
　ＲＯＭ２０８に格納されているプログラムは、「アプリケーションの実行」、「アプリ
ケーションの中断」及び「アプリケーションの再開」という機能を実現するように、予め
コーディングされている。ＲＯＭ２０８に格納されているプログラムはＣＰＵ２０７によ
り読み取られることにより、中断アプリケーション検出部３０１、中断アプリケーション
制御部３０２、中断アプリケーション記録部３０３、アラーム設定部３０４、詳細アラー
ム設定部３０５、タイマ管理部３０６、アラーム通知部３０７、中断アプリケーション再
開部３０８、着信検出部３０９及びアラーム削除部３１０という具体的な手段として機能
する。またＲＡＭ２０９は、これらの具体的手段の機能時において中断アプリケーション
記憶部３０３の一部として機能する。
【０１３１】
　上記、使用行為と生産行為を踏まえた上で、以下中断アプリケーション検出部３０１－
アラーム削除部３１０の処理について説明する。
【０１３２】
　先ず、図１８のフローチャートに沿って、アプリケーションの中断と再開の具体的な処
理を説明する。説明にあたり、図１７のソフトウェア構成と、携帯電話２００の画面２０
２に表示される画面表示例である図１９、及び図２０のアラーム情報のデータ構造を参照
する。
【０１３３】
　また、具体的なアプリケーションとしてメールアプリケーションにおけるメール送信処
理の中断と再開を想定して説明を行う。
【０１３４】
　アプリケーション実行中（具体的には、メール本文作成中であり、携帯電話２００の画
面２０２は図１９に示す画面５０１のように表示されている）、ユーザＡが中断ボタン２
０５を押下すると、中断アプリケーション検出部３０１が中断ボタン２０５の押下を検出
し、実行中のアプリケーションのコンテキストを中断アプリケーション制御部３０２に渡
す（ステップＳ７０１）。
【０１３５】
　中断アプリケーション制御部３０２は、受け取ったアプリケーションのコンテキストを
中断アプリケーション記録部３０３におけるアラーム情報設定テーブル４００（図２０を
参照）に格納する（ステップＳ７０２）。
【０１３６】
　ここで、アラーム情報設定テーブル４００に保存されるアラーム情報の構成について説
明する。アラーム情報は、アラーム情報設定テーブル４００に設定される。アラーム情報
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設定テーブル４００は、中断アプリケーション記録部３０３により保持される。アラーム
設定情報テーブル４００には、中断したアプリケーション毎に、中断しているアプリケー
ションを識別するアプリケーションコンテキスト４０１、再開するアプリケーションのメ
ニュー階層を示す再開メニュー階層４０２、アプリケーション再開を促すアラームの通知
日４０３、同アラームの通知時刻４０４、同アラームの通知方法４０５を保持している。
なお、図２０は、各設定情報を説明の便宜上文字列で表しているが、数値などのＩＤで管
理されていても構わない。
【０１３７】
　図２０の例では、メールアプリケーション４１０、リダイヤルアプリケーション４１１
、スケジュールアプリケーション４１２、電話帳アプリケーション４１３に対応するアラ
ーム情報が設定されている。
【０１３８】
　実行中のアプリケーションのアプリケーションコンテキスト（メールアプリケーション
のコンテキスト）を受け取った中断アプリケーション制御部３０２は、アラーム情報設定
テーブル４００にレコード（アラーム情報設定テーブル４００の横軸に対応する記憶領域
）を確保し、受け取ったアプリケーションコンテキストを保存する。アラーム情報４１０
では「メールコンテキスト」と表現されている。
【０１３９】
　次に、中断アプリケーション制御部３０２は、アラーム設定部３０４に対して、アラー
ム設定画面を表示するよう指示する。アラーム設定部３０４は、予め携帯電話２００に登
録されているアラーム情報を使用するか、または、ユーザＡによる詳細なアラーム情報を
設定するか、ユーザＡに選択を促すための確認メッセージ画面５０２を表示する（ステッ
プＳ７０３）。
【０１４０】
　確認メッセージ画面５０２でユーザＡが入力を行うボタン群２０４の何れかを使用し「
いいえ」を選択した場合（ステップＳ７０３のＮ）、アラーム情報はデフォルトの値が設
定される。それぞれの入力項目に対するデフォルト設定値として、再開アプリケーション
階層４０２は、アプリケーションを中断した階層、アラーム情報４１０の例ではメールの
本文入力である。アラーム通知日４０３とアラーム通知時刻４０４は、アプリケーション
を中断した時刻の２４時間後とする。即ち、中断した日時は２００３年３月５日の１８：
００である。また、アラーム通知方法４０５はブザー１に設定されている。
【０１４１】
　なお、デフォルトの値は、予めシステム設定等で別途ユーザＡが設定可能である。アラ
ーム設定部３０４は、確認メッセージ画面５０２においてユーザＡによる「いいえ」の選
択を検出し、タイマ管理部３０６に対して、アラーム通知時間までカウントダウンするよ
う指示し、中断アプリケーション制御部３０２に対してアラーム情報を渡す。
【０１４２】
　一方、確認メッセージ画面５０２でユーザＡが「はい」を選択した場合（ステップＳ７
０３のＹ）を説明する。アラーム設定部３０４は、選択を検出し、詳細アラーム設定部３
０５に対して、詳細なアラーム情報を設定する画面５０３と画面５０４を表示するよう指
示する。詳細アラーム設定部３０５は、画面５０３を表示して、アラーム通知日４０３、
アラーム通知時刻４０４、アラーム通知方法４０５をユーザに入力させる。
【０１４３】
　ここで、アラーム通知日４０３、アラーム通知時刻４０４及びアラーム通知方法４０５
を設定した後、ユーザＡが再開メニューを選択した場合、再開メニュー選択画面５０４が
携帯電話２００の表示画面２０２に表示される。ここで、ユーザＡはメール送信アプリケ
ーションの所定の段階に戻り、アプリケーションの再開を行うことができる。例えば、画
面５０４で「宛先作成」を選択すると、アラーム情報の再開アプリケーション階層４０２
には「宛先作成」が設定され、「宛先作成」より再開される。
【０１４４】
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　次に、アラーム設定部３０４はタイマ管理部３０６に対して、アラーム通知時間までカ
ウントダウンするよう指示し、中断アプリケーション制御部３０２に対して、アラーム情
報を渡す。
【０１４５】
　ユーザＡがアラーム通知日４０３、アラーム通知時刻４０４、アラーム通知方法４０５
を設定した後、再開メニューを設定しなかった場合、再開メニュー階層はデフォルト値に
設定され、アラーム設定部３０４はタイマ管理部３０６に対して、アラーム通知時間まで
カウントダウンするよう指示し、中断アプリケーション制御部３０２に対して、アラーム
情報を渡す。
【０１４６】
　なお、上記例ではアラーム通知時刻４０４を時刻で指定したが、中断時からの経過時間
を指定しても構わない。その場合はアラーム通知日４０３とアラーム通知時刻４０４はア
プリケーションの中断時刻から計算され、その値が設定される。中断アプリケーション制
御部３０２は、中断アプリケーション記録部３０３に受け取ったアラーム情報を保存する
（ステップＳ７０４）。
【０１４７】
　アプリケーションの再開日時及び時刻に到達するまで、ユーザＡは任意のアプリケーシ
ョンの実行が可能である（ステップＳ７０５のＮ）。アプリケーションの再開日時及び時
刻に達する（ステップＳ７０５のＹ）と、タイマ管理部３０６は、中断アプリケーション
制御部３０２に対して、アプリケーション再開日時（再開位置情報）及び時刻に達したこ
とを通知する。中断アプリケーション制御部３０２は、アラーム通知部３０７に対して、
アラーム通知方法４０５と再開アプリケーションのメニュー階層４０２を渡し、アラーム
を鳴動するよう指示する。すなわち、中断アプリケーション制御部３０２は、アラーム設
定部３０４により作成されたアラーム情報を一元管理し、タイマ管理部３０６からアプリ
ケーション再開時刻の到達通知を受信したことを受けて、アラーム情報を参照して、アプ
リケーションの再開指示を行う。アラーム通知部３０７は、アプリケーション再開アラー
ム画面５０５を携帯電話２００の画面２０２に表示し、受け取ったアラーム通知方法４０
５で、スピーカ２０３からアラームを鳴動し、ユーザＡに通知する（ステップＳ７０６）
。
【０１４８】
　アラーム通知部３０７は、任意のアラーム鳴動時間経過後、中断アプリケーション再開
部３０８に対して、再開アプリケーションのメニュー階層４０２を渡し、中断したアプリ
ケーションの再開を指示した後、中断アプリケーション制御部３０２に対して、アプリケ
ーションの再開指示が完了したことを通知する。中断アプリケーション再開部３０８は、
受け取ったメニュー階層のアプリケーション画面５０６（例では宛先入力）を携帯電話２
００の表示画面２０２に表示する（ステップＳ７０７）。
【０１４９】
　最後に、中断アプリケーション制御部３０２は、アプリケーションの再開指示完了の通
知を受け、中断アプリケーション記録部３０３から再開したアプリケーションのアラーム
情報を削除する（ステップＳ７０８）。
【０１５０】
　なお、アプリケーションの再開は設定された時刻まで待たなくてもよく、任意の動作、
例えば再開ボタン２０６の押下を中断アプリケーション制御部３０１が検出し、アプリケ
ーションが再開されてもよい。その場合、複数のアプリケーションが中断されている場合
には、再開するアプリケーションを選択する処理が中断アプリケーション再開部３０８に
より実行される。
【０１５１】
　また、複数のアプリケーションが中断されている場合、同一のアラーム通知ではユーザ
Ａはどのアプリケーションの再開通知なのか分からないが、本実施例のごとく、アラーム
通知方法をそれぞれ変えることでユーザＡは、再開対象のアプリケーションの区別がつき
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、さらにアラームの種別を音声と振動のように種別を変えることで、異なるアプリケーシ
ョンの同時刻のアラームを一度に受け取ることが出来る。
【０１５２】
（第４実施形態）
　次に、第１実施形態の説明に基づいて、ユーザＡがリダイヤル再開アラームを設定し、
リダイヤルアラーム設定先から携帯電話２００に着信があった場合を、図２１のフローチ
ャートに沿って説明する。説明にあたり、図１７のソフトウェア構成図と、携帯電話２０
０の表示画面２０２に表示される画面表示例である図２２を参照する。
【０１５３】
　ユーザＡがリダイヤルアプリケーションを中断ボタン２０５の押下で中断すると、中断
アプリケーション検出部３０１が中断ボタン２０５の押下を検出し、リダイヤルアプリケ
ーションのコンテキストを中断アプリケーション制御部３０２に渡す（ステップＳ８０１
）。
【０１５４】
　中断アプリケーション制御部３０２は、中断アプリケーション記録部３０３に受け取っ
たアプリケーションコンテキストを保存する（ステップＳ８０２）。
【０１５５】
　ユーザＡがアラーム設定部３０４、または、詳細アラーム設定部３０５で中断したリダ
イヤルアプリケーションの再開アラーム情報４１１を設定した後、中断アプリケーション
制御部３０２は中断アプリケーション記録部３０３にアラーム情報を保存する（ステップ
Ｓ８０３）。
【０１５６】
　リダイヤルアプリケーション再開時刻に達する前に、携帯電話２００にリダイヤルアラ
ーム設定先から着信があった場合（ステップＳ８０４のＹ）、この場合の表示画面は例え
ば、図２２に示す画面６０１と表示され、ユーザＡがＯＮボタン（図示せず）を押下した
場合、通話処理となり、表示画面６０２に遷移する。このとき、着信検出部３０９が着信
を検出し、リダイヤルアラーム設定先からの着信であることを、例えば発信元番号から判
定し、ＯＦＦボタン（図示せず）により通話終了時に、着信検出部３０９は、アラーム削
除部３１０に対して、リダイヤルアラーム情報削除の確認画面６０３を表示するよう指示
する（ステップＳ８０５）。
【０１５７】
　リダイヤルアラーム情報削除の確認画面６０３でユーザＡが入力を行うボタン群２０４
の何れかを使用して「いいえ」を選択した場合（ステップＳ８０５のＮ）、リダイヤルア
ラーム情報の削除は行われず、ユーザＡが設定したリダイヤル再開時刻に達すると、アラ
ーム通知部３０７がアラームを鳴動し（ステップＳ８０８）、中断アプリケーション再開
部３０８でリダイヤルアプリケーションを再開し、中断アプリケーション制御部３０２は
中断アプリケーション記録部３０３から再開したリダイヤルアラーム情報を削除する（ス
テップＳ８０９）。
【０１５８】
　リダイヤルアラーム情報削除の確認画面６０３でユーザＡが入力を行うボタン群２０４
の何れかを使用して「はい」を選択した場合（ステップＳ８０５のＹ）、アラーム削除部
３１０は、中断アプリケーション制御部３０２に対して、着信データを渡し、該当するリ
ダイヤルアラーム情報４１１を削除するよう指示する。中断アプリケーション制御部３０
２は、中断アプリケーション記録部３０３に格納されているアラーム情報設定テーブル４
００の中から、該当するリダイヤルアラーム情報４１１を削除し、アラーム削除部３１０
に対して、削除完了を通知し、削除完了画面６０４を携帯電話２００の表示画面２０２に
表示するよう指示する。アラーム削除部３１０は削除完了画面６０４を表示画面２０２に
表示し、１０秒後、携帯電話２００の表示画面２０２に携帯電話２００の通常待ち受け画
面６０５を表示する（ステップＳ８０６）。
【０１５９】
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　ここで、アラーム削除部３１０が削除完了画面６０４から携帯電話２００の通常待ち受
け画面に切り替えるまでの時間を１０秒という例で示したが、削除完了画面６０４は、ユ
ーザＡが確認できればよいため、表示時間は任意でもよい。
【０１６０】
　また、第１の実施形態と同様に、第３及び第４の実施形態に係る携帯端末装置は、電話
機能付きのＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔｓ）、電話
機能付きデジタルカメラ又は電話機能付きのカーナビゲーションシステムのようなデジタ
ル機器に応用することが可能である。他にも、上述の携帯端末装置は、インターネットア
クセスが可能なデジタル機器にも応用することが可能である。
【０１６１】
　また、第３及び第４の実施形態では、各種アプリケーションは、ＲＯＭ２０８に格納さ
れるとして説明した。しかし、それに限らず、各種アプリケーションは、ＣＤ－ＲＯＭに
代表される配布媒体に記録された状態で配布されても構わないし、インターネットに代表
されるネットワークを通じて配布されても構わない。
【０１６２】
　また、第３及び第４の実施形態では、各種アプリケーションは、前述の音声通話用プロ
グラムＰ１と同様に、配布媒体に記録された状態で配布されたり、ネットワークを通じて
配布されたりしても構わない。
【０１６３】
　また、第３及び第４の実施形態における各種アプリケーションにより実現される機能及
び携帯端末装置の各構成のうち、適切に選ばれたものについても、第１の実施形態で説明
したように、集積回路により実現されても構わない。
                                                                                
【０１６４】
　本発明を詳細に説明したが、上記説明はあらゆる意味において例示的なものであり限定
的なものではない。本発明の範囲から逸脱することなしに多くの他の改変例及び変形例が
可能であることが理解される。
【産業上の利用可能性】
【０１６５】
　本発明に係る携帯端末装置は、過去の通信が行われた理由を思い出しやすくなるという
技術的効果が要求される、音声通話が可能なデジタル機器等の用途に好適である。他にも
、本発明に係る携帯端末装置は、ユーザが接続理由を思い出しやすくなるという技術的効
果が要求される、インターネットアクセスが可能なデジタル機器等の用途に好適である。
【図面の簡単な説明】
【０１６６】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る携帯端末装置１の外部構成を例示する模式図
【図２】図１に示す携帯端末装置１のハードウェア構成を例示するブロック図
【図３】図２に示す中断情報Ｑ１のデータ構造を例示する模式図
【図４】図３に示す履歴情報Ｒ１７に含まれるサブユニットＳ１のデータ構造を例示する
模式図
【図５】図１及び図２に示す携帯端末装置１の処理手順を例示するフローチャート
【図６】図２に示すメーラＰ２の実行結果の表示例を示す模式図
【図７】図２に示すブラウザＰ３の実行結果の表示例を示す模式図
【図８】図５に示すステップＳ８の詳細な処理手順を例示するフローチャート
【図９】第１の実施形態に係る携帯端末装置１の他の構成を例示する機能ブロック図
【図１０】本発明の第２の実施形態に係る携帯端末装置３の外部構成を示す模式図
【図１１】図１０に示す携帯端末装置３のハードウェア構成を示すブロック図
【図１２】図１１に示す中断情報Ｑ２のデータ構造を例示する模式図
【図１３】図１０及び図１１に示す携帯端末装置３の処理手順を例示するフローチャート
【図１４】図１３に示すステップＳ１３の詳細な処理手順を例示するフローチャート
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【図１５】本発明の第３の実施形態に係る携帯端末装置の代表例としての携帯電話２００
の外観を示す図
【図１６】図１５に示す携帯電話２００のハードウェア構成を示す図
【図１７】図１５及び図１６に示す携帯電話２００のソフトウェア構成を示す図
【図１８】図１５及び図１６に示す携帯電話２００における、中断アプリケーションを再
開する際のアラーム設定の手順を示すフローチャート
【図１９】図１５及び図１６に示す携帯電話２００における、中断アプリケーションを再
開するまでの画面遷移を示す模式図
【図２０】図１５及び図１６に示す携帯電話２００で用いられるアラーム情報のデータ構
造を示す図
【図２１】図１５及び図１６に示す携帯電話２００における、リダイヤルアラーム情報を
削除する際の手順を示すフローチャート
【図２２】図１５及び図１６に示す携帯電話２００における、リダイヤルアラーム情報を
削除するまでの画面遷移を示す模式図
【符号の説明】
【０１６７】
１，３　携帯端末装置
１１　アンテナ
１２　ディスプレイ
１３　スピーカ
１４　マイク
１５，３１　ボタン群
１６　撮像部
２１，３２　第１の格納部
２２，３３　第２の格納部
２３　プロセッサ
２４　ワーキングエリア
２５　無線通信部
２６　ディスプレイ１２の周辺回路
２７　スピーカ１３の周辺回路
２８　測位部
２９　タイマ
１００　集積回路
１０１　中断情報検索部
１０２　電話番号取得部
１０３　履歴情報取得部
１０４　発信部
１０５　発信時刻取得部
１０６　開始検出部
１０７　音声通信処理部
１０８　中断有無判断部
１０９　各種情報取得部
１１０　ユニット作成部
１１１　アプリケーション起動部
１１２　表示処理部



(25) JP 4642015 B2 2011.3.2

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(26) JP 4642015 B2 2011.3.2

【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２１】 【図２２】



(31) JP 4642015 B2 2011.3.2

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００２－２６１９０９（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－１５７２４８（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－２４５０３８（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－１８４０４４（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－１７４８５８（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04M  1/00
              H04M  1/24- 1/62
              H04M  1/66- 1/82
              H04M 99/00


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

